
 

男鹿市規則第２５号 

   男鹿市公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則 

 男鹿市公衆浴場法施行細則（平成２５年男鹿市規則第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（書類の様式） （営業許可申請） 
第２条 次の表の左欄に掲げる法又は

施行規則の規定により提出する同表の
中欄に掲げる書類は、それぞれ同表の
右欄に掲げる様式によるものとする。 

 

第２条 施行規則第１条に規定する申

請書の様式は、公衆浴場営業許可申請
書（様式第１号）のとおりとする。 

関係条項 書類名 様式 

法第２条
第１項 

公衆浴場営業許
可申請書 

様式第
１号 

法第２条
の２第２
項 

公衆浴場営業承
継届書（事業譲
渡） 

様式第
２号 

法第２条
の２第２
項 

公衆浴場営業承
継届書（相続） 

様式第
３号 

施行規則
第２条第
２項第２
号 

公衆浴場営業地
位承継同意書 

様式第
４号 

法第２条
の２第２
項 

公衆浴場営業承
継届書（合併又
は分割） 

様式第
５号 

法第４条
ただし書 

公衆浴場患者入
浴許可申請書 

様式第
６号 

施行規則
第４条 

公衆浴場営業許
可申請書（営業
承継届書）記載
事項変更届書 

様式第
７号 

 



 

改正後 改正前 

施行規則
第４条 

公衆浴場営業停
止（廃止）届書 

様式第
８号 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２ 前項の申請書には、次に掲げる図
面及び書類を添付しなければならな
い。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿ 

⑴ 営業施設の構造設備を明示した平
面図及び断面図（縮尺を明記したも
の） 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

⑵ 営業施設を中心とした半径 400メ

ートル以内の見取図 
＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

⑶ 申請者が法人である場合にあって
は、定款又は寄附行為の写し 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （営業承継届出等） 
 第３条 施行規則第２条第１項、第３

条第１項又は第３条の２第１項に規定
する届書の様式は、公衆浴場営業承継
届（様式第２号）のとおりとする。 

 ２ 施行規則第２条第２項第２号に掲
げる書類の様式は、公衆浴場営業者地
位承継同意書（様式第３号）のとおり
とする。 

 （営業許可申請書（営業承継届）記載

事項変更届） 
 第４条 施行規則第４条の規定による

変更の届出は、公衆浴場営業許可申請
書（営業承継届）記載事項変更届（様
式第４号）によってしなければならな
い。 

 ２ 前項の変更届には、構造設備の変
更の場合にあっては、当該変更後の構
造設備を明示した平面図及び断面図を
添付しなければならない。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （営業停止（廃止）届） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

第５条 施行規則第４条の規定による

営業の停止又は廃止の届出は、公衆浴
場営業停止（廃止）届（様式第５号）
によってしなければならない。 

 
 
 
 
 



 

改正後 改正前 

様式第１号（第２条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

様式第１号（第２条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

改正後 改正前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

改正後 改正前 

様式第２号（第２条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

様式第２号（第３条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

改正後 改正前 

様式第３号（第２条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様式第４号（第２条関係） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

様式第３号（第３条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様式第４号（第４条関係） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

改正後 改正前 

様式第５号（第２条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
様式第６号（第２条関係） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

様式第５号（第５条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

改正後 改正前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第７号（第２条関係） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

改正後 改正前 

様式第８号（第２条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


